
 

（別紙１） 

アルゼンチン産グレープフルーツ、スウィートオレンジ（バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。）、レモ

ン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実に関する植物検疫実施細則（平成15年４月25日付け14生産第10776号生産局長通知）一部改

正新旧対照表 

（下線部分は改正部分）                                                                                   

改 正 後 改 正 前 
    

１ 検査及び消毒の確認 

（１）低温処理施設において消毒が行われる場合 

ア （略） 

イ 検査の実施の確認 

植物防疫官は、告示６の（１）の検査の実施の確認について、次により、

原則として、アルゼンチン植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うもの

とする。 

（ア）グレープフルーツ、スウィートオレンジ（バレンシア種、サルスティ

アーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。（２）

のアにおいて同じ。）、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコ

ットの生果実 

ａ 生果実のこん包数の２パーセント以上が検査されたことを確認す

ること。 

ｂ 検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエ及びミナミ

アメリカミバエ（以下「ミバエ類」という。）がなかったことを確認す

ること。 

ｃ ａ及びｂの確認の結果、ミバエ類が発見されたときには、ミバエ類

が付着した原因について、アルゼンチン植物防疫機関と共同して調査

し、その原因が判明するまでは、以後の消毒の確認は行わないこと。 

（イ）レモンの生果実 

 

ａ 生果実のこん包数の２パーセント以上が検査されたことを確認す

ること。 

ｂ 検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがなかった

１ 検査及び消毒の確認 

（１）低温処理施設において消毒が行われる場合 

ア （略） 

イ 検査の実施の確認 

植物防疫官は、告示６の（１）の検査の実施の確認について、次により、

原則として、アルゼンチン植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うもの

とする。 

（ア）生果実のこん包数の２パーセント以上が検査されたことを確認するこ

と。 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

（イ）検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがなかったこ

とを確認すること。 

（新設） 

 

（新設） 



ことを確認すること。 

ｃ ａ及びｂの確認の結果、チチュウカイミバエが発見されたときに

は、チチュウカイミバエが付着した原因について、アルゼンチン植物

防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の消毒

の確認を行わないこと。 

（削る。） 

 

 

 

（２）低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合 

ア 検査の実施の確認 

植物防疫官は、告示６の（１）の検査の実施の確認について、次により、

原則として、アルゼンチン植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うもの

とする。 

（ア）グレープフルーツ、スウィートオレンジ、エレンデール、クレメンテ

ィン、ノバ及びマーコットの生果実 

ａ 生果実のこん包数の２パーセント以上が検査されたことを確認す

ること。 

ｂ 検査の結果、検疫有害動植物、特にミバエ類がなかったことを確認

すること。 

ｃ ａ及びｂの確認の結果、検疫有害動植物が発見されたときには、ア

ルゼンチン植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されない

ように措置されたことを確認すること。 

（イ）レモンの生果実 

 

ａ 生果実のこん包数の２パーセント以上が検査されたことを確認す

ること。 

ｂ 検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがなかった

ことを確認すること。 

ｃ ａ及びｂの確認の結果、検疫有害動植物が発見されたときには、ア

ルゼンチン植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されない

 

（新設） 

 

 

 

（ウ）（ア）及び（イ）の確認の結果、チチュウカイミバエが発見されたとき

には、チチュウカイミバエが付着した原因について、アルゼンチン植物

防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の消毒の

確認を行わないこと。  

（２）低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合 

ア 検査の実施の確認 

植物防疫官は、告示６の（１）の検査の実施の確認について、次により、

原則として、アルゼンチン植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うもの

とする。 

（ア）生果実のこん包数の２パーセント以上が検査されたことを確認するこ

と。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（イ）検査の結果、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがなかったこ

とを確認すること。 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 



ように措置されたことを確認すること。 

（削る。） 

 

 

イ・ウ （略） 

（３） （略） 

 

６ 輸入検査 

（１）～（３） （略） 

（４）植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合には、次の措置を講ずるものと

する。 

ア 当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、ミバエ類が発見された荷

口全量の廃棄又は返送を命ずること。 

イ ミバエ類が付着した原因について、アルゼンチン植物防疫機関と共同し

て調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止すること。 

 

（ウ）（ア）及び（イ）の確認の結果、検疫有害動植物が発見されたときには、

アルゼンチン植物防疫機関により、当該荷口が日本向けに発送されない

ように措置されたことを確認すること。 

イ・ウ （略） 

（３） （略） 

 

６ 輸入検査 

（１）～（３） （略） 

（４）植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合には、次の措置を講

ずるものとする。 

ア 当該生果実を所有し、又は管理する者に対し、チチュウカイミバエが発

見された荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。 

イ チチュウカイミバエが付着した原因について、アルゼンチン植物防疫機

関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸入検査を中止

すること。 
  

附 則 

この通知は、令和５年８月１日から施行する。 

  


